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※全団体の合計をグラフ化したものである。

【再任⽤職員数の推移】

※平成26年度より、雇⽤と年⾦の接続が必要となった。

調査結果の概況（平成30年度実績）

【勤務形態・勤務時間別の再任⽤職員数】

(単位：人）
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【フルタイム勤務職員】 （単位︓⼈）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

管 理 職 1,423 123 1,075 83 1,600 152 2,070 279 6,168 637 6,805

課 ⻑ 補 佐 相 当 職 6 0 592 5 1,392 34 1,685 96 3,675 135 3,810

係 ⻑ 相 当 職 0 0 10 0 806 81 1,676 80 2,492 161 2,653

そ の 他 1 1 2 0 45 24 2,765 145 2,813 170 2,983

合 計 1,430 124 1,679 88 3,843 291 8,196 600 15,148 1,103 16,251

【短時間勤務職員】 （単位︓⼈）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

管 理 職 347 130 1,082 151 1,648 748 5,377 1,891 8,454 2,920 11,374

課 ⻑ 補 佐 相 当 職 0 1 87 4 1,231 254 3,335 604 4,653 863 5,516

係 ⻑ 相 当 職 0 0 0 0 487 167 3,307 689 3,794 856 4,650

そ の 他 0 0 0 1 52 0 3,370 1,102 3,422 1,103 4,525

合 計 347 131 1,169 156 3,418 1,169 15,389 4,286 20,323 5,742 26,065

「Ａ」︓定年前の職員が従事している職に配置している場合⼜は新たな職であっても、今後定年前の職員を従事させることもありうる職に配置している場合に計上
「Ｂ」︓「Ａ」以外の職（例︓従来の職から職務の⼀部を切り出すなどして、再任⽤職員専⽤の新たな職として配置している場合など。）に計上
※早期退職後の再任⽤等の影響により、他の表と数値が合致しない場合があります。

合計

総合計

総合計

管理職 課⻑補佐相当職 係⻑相当職 その他

再任⽤職員の職位に関する調（⼀般⾏政職）
（平成30年度実績）

管理職 課⻑補佐相当職 係⻑相当職 その他 合計再任⽤時に
おける職位

定年退職時等
における職位

再任⽤時に
おける職位

定年退職時等
における職位
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未制定数

(a)-(b)
団体名

北 海 道 178 178 100.0% 0

青 森 県 40 40 100.0% 0

岩 手 県 33 33 100.0% 0
宮 城 県 34 34 100.0% 0
秋 田 県 25 25 100.0% 0

山 形 県 35 35 100.0% 0
福 島 県 59 59 100.0% 0

茨 城 県 44 44 100.0% 0
栃 木 県 25 25 100.0% 0

群 馬 県 35 35 100.0% 0
埼 玉 県 62 62 100.0% 0
千 葉 県 53 53 100.0% 0

東 京 都 62 62 100.0% 0

神 奈 川 県 30 30 100.0% 0
新 潟 県 29 29 100.0% 0

富 山 県 15 15 100.0% 0

石 川 県 19 19 100.0% 0
福 井 県 17 17 100.0% 0

山 梨 県 27 27 100.0% 0

長 野 県 77 77 100.0% 0

岐 阜 県 42 42 100.0% 0

静 岡 県 33 33 100.0% 0

愛 知 県 53 53 100.0% 0

三 重 県 29 29 100.0% 0

滋 賀 県 19 19 100.0% 0

京 都 府 25 24 96.0% 1 井手町

大 阪 府 41 41 100.0% 0

兵 庫 県 40 40 100.0% 0

奈 良 県 39 39 100.0% 0
和 歌 山 県 30 30 100.0% 0

鳥 取 県 19 19 100.0% 0

島 根 県 19 19 100.0% 0

岡 山 県 26 26 100.0% 0

広 島 県 22 22 100.0% 0
山 口 県 19 19 100.0% 0
徳 島 県 24 24 100.0% 0
香 川 県 17 17 100.0% 0

愛 媛 県 20 20 100.0% 0
高 知 県 34 34 100.0% 0

福 岡 県 58 58 100.0% 0

佐 賀 県 20 20 100.0% 0
長 崎 県 21 21 100.0% 0
熊 本 県 44 44 100.0% 0

大 分 県 18 18 100.0% 0

宮 崎 県 26 26 100.0% 0
鹿 児 島 県 43 43 100.0% 0
沖 縄 県 41 41 100.0% 1

合　計 1,721 1,720 99.9% 1

※都道府県・政令指定都市及び市・特別区は、条例の制定率が１００％となっている。

【参考資料】　　市、特別区、町村における再任用条例の制定状況（平成31年3月31日現在）
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